「創業支援カレンダー」実施要領
[目的］
第１　本事業は、中小企業支援機関が実施している創業者向け各種施策を機関相互に把握し、創業者に対する適切な情報提供を行うことにより創業者の利便性を図るとともに、中小企業支援機関がそれぞれの特色を活かした事業運営を行うことを目的とする。
［情報提供の方法］

第２　情報提供の方法は、財団法人みやぎ産業振興機構（以下「機構」とする。）が「創業支援カレンダー」（以下「カレンダー」とする。）を作成し、機構のホームページに掲載して情報の提供を行うものとする。
［掲載する情報］
第３  カレンダーに掲載する情報は、国・県・市町村及び中小企業支援機関等が、創業者を対象に実施する各種支援施策等とする。 
［情報の管理］
第４　カレンダーに掲載する情報は、機構において収集する。
２　カレンダーに掲載する情報は、所定の様式により募集し、次月以降の情報掲載を希望する機関等は、当該様式により、当月20日までに機構に情報提供を行うこととする。

３　情報掲載の可否は機構において決定のうえ、編集・掲載する。

４　カレンダーの更新は、原則として毎月末とし、急を要する場合には適宜対応する。
［他機関との協力］

第５　機構は、創業を支援する他機関が、自身のホームページ上等において当カレンダーとリンクさせることを希望する場合は、協力するものとする。
２　カレンダーの内容や表示方法等の改正を行う場合は、機構は関係機関を参集し、意見交換を行うことができる。
［その他の事項］
第６　この要領に定めるもののほか、本事業を適正かつ円滑に運営するために必要な事項は、機構が別に定めるものとする。
付　　則

（施行期日）
この要領は、平成２１年１０月２３日より施行し適用する。

